
（第17124号）東 京 都 公 報令和2年6月29日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則
（
公
）

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
�

告

示
（
公
）

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
（
二

件
）
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
２
年
６
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１２条

第
２
項
第
３
号
中
「
及
び
第
１１号

」
を
「
及
び
第
１２号

」

に
改
め
る
。

第
３１条

第
７
項
第
３
号
中
「
第
１１７条

の
２
の
２
第
１１号

」
を

「
第
１１７条

の
２
の
２
第
１２号

」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
中
「
前

⑶
」
を
「
前
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
５
管
理
者
の
項
中
「
若
し
く
は
第
１１号

」
を
「
若
し
く
は

第
１２号

」
に
改
め
、
同
表
教
習
指
導
員
の
項
中
「
第
１１７条

の
２
の

２
第
１１号

」
を
「
第
１１７条

の
２
の
２
第
１２号

」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
６
月
３０日

か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２０８号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１６年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
２３号

）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
監
視
員
資

格
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
同
規

則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
６
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
講
習
の
実
施
日
時

講
習

令
和
３
年
１
月
１８日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１９日

（
火

曜
日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
４０分

ま
で

考
査

令
和
３
年
１
月
２５日

（
月
曜
日
）

午
前
１０時

か
ら
午
前
１１時

ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

会
議
棟
６
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
１１番

１
号

３
講
習
予
定
人
員

４００名
（
予
定
人
員
に
な
り
次
第
締
め
切
る
。
）

４
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
２
年
１１月

２
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
３０日

（
月
曜

日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で

⑶
受
付
場
所

都
内
各
警
察
署
交
通
課

⑷
申
込
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通
（
駐
車
監
視

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時

３０分
か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
都
内
各
警
察

署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。
）

⑸
受
講
手
数
料

２０,０００円
（
申
込
時
に
、
警
察
署
会
計
係
又
は
会
計
厚
生
係

に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と
。
）

５
問
合
せ
先

警
視
庁
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
企
画
運
用
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線

７８７０―５１２３

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

パ
シ
オ
ス
多
摩
境
店

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
小
山
ヶ
丘
四
丁
目
三
番
地
五

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｋ
Ｍ
Ｃ
南
関
東

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ナ
ッ
プ
ス

七

変
更
日

令
和
元
年
十
二
月
一
日

八

届
出
日

令
和
二
年
六
月
一
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
八
王
子
中
野
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
中
野
山
王
一
丁
目
十
一
番
十

六
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
一
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
一
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十
二

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

武
蔵
野
館
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
二
十
七
番
十
号

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

飯
盛

徹
夫

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

梅
田

圭

七

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
二
年
六
月
九
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
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「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

日
本
橋
髙
島
屋
Ｓ
．
Ｃ
．
（
本
館
・
新

館
・
東
館
）

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
四
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
髙
島
屋
ほ
か
三
名

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一

番
五
号
ほ
か

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

六
百
二
十
九
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

六
百
二
十
九
台

七

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三

十
分
ま
で
ほ
か

八

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三

十
分
ま
で
ほ
か

九

変
更
前
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

二
十
二
箇
所

店
舗
北
東
側
ほ
か

数
及
び
位
置

十

変
更
後
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

十
八
箇
所

店
舗
北
東
側
ほ
か

十
一

変
更
日

令
和
二
年
六
月
五
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価
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